
企 画 総 務 委 員 会 

令和４年９月２７日 

 

 

 墨田区手数料条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改   正   案 現       行 
  

別表 

 １・２ 〔略〕 

 ３ 建築・都市計画・土木関係 
番号 事    務 名 称 額 徴収時期 

１ 
～ 
４１ 

〔略〕 
   

４２ 

建築基準法第８５条第
６項の規定に基づく仮
設建築物の建築の許可
の申請に対する審査 

仮設建築物
建築許可申
請手数料 

１件につき １０８，０００円 許可申請
のとき。 

４２
の２ 

建築基準法第８５条第
７項の規定に基づく仮
設建築物の建築の許可
の申請に対する審査 

仮設建築物
建築許可申
請手数料 

１件につき １９５，０００円 許可申請
のとき。 

４３
～ 
４６
の５ 

〔略〕 

４６
の６ 

建築基準法第８７条の
３第６項の規定に基づ
く建築物の用途を変更
して一時的に他の用途
の建築物として使用す
る場合の制限の緩和に
係る許可の申請に対す
る審査 

建築物の用
途を変更し
て一時的に
他の用途の
建築物とし
て使用する
場合の制限
の緩和に係
る許可申請
手数料 

１件につき １０８，０００円 許可申請
のとき。 

     
 
 
 
 
４６
の７ 

建築基準法第８７条の
３第７項の規定に基づ
く建築物の用途を変更
して一時的に他の用途
の建築物として使用す
る場合の制限の緩和に
係る許可の申請に対す

建築物の用
途を変更し
て一時的に
他の用途の
建築物とし
て使用する
場合の制限

１件につき １９５，０００円 許可申請
のとき。 

別表 

 １・２ 〔略〕 

 ３ 建築・都市計画・土木関係 
番号 事    務 名 称 額 徴収時期 

１ 
～ 
４１ 

〔略〕 
   

４２ 

建築基準法第８５条第
５項の規定に基づく仮
設建築物の建築の許可
の申請に対する審査 

〔同左〕 〔同左〕 〔同左〕 

４２
の２ 

建築基準法第８５条第
６項の規定に基づく仮
設建築物の建築の許可
の申請に対する審査 

〔同左〕 〔同左〕 〔同左〕 

４３
～ 
４６
の５ 

〔略〕 

４６
の６ 

建築基準法第８７条の
３第５項の規定に基づ
く建築物の用途を変更
して一時的に他の用途
の建築物として使用す
る場合の制限の緩和に
係る許可の申請に対す
る審査 
 
 

〔同左〕 〔同左〕 〔同左〕 

     
 
 
 
 
４６
の７ 

建築基準法第８７条の
３第６項の規定に基づ
く建築物の用途を変更
して一時的に他の用途
の建築物として使用す
る場合の制限の緩和に
係る許可の申請に対す

〔同左〕 〔同左〕 〔同左〕 



 

る審査 の緩和に係
る許可申請
手数料   

４６
の８
～ 
５９ 

〔略〕 

６０ 

長期優良住宅の普及の
促進に関する法律（平 
成２０年法律第８７号）
第６条第１項の規定に
基づく長期優良住宅建
築等計画又は長期優良
住宅維持保全計画（以
下「長期優良住宅建築
等計画等」という。）
の認定（当該住宅が一
戸建ての住宅（住宅の
用途以外の用途に供す
る部分を有しないもの
に限る。以下この項か
ら６９の項までにおい
て同じ。）に係るもの
に限る。）の申請に対
する審査 

一戸建ての
住宅に係る
長期優良住
宅建築等計
画等認定申
請手数料 

１件につき、次に掲げる額。ただ
し、当該申請に併せて長期優良住
宅の普及の促進に関する法律第６
条第２項の規定に基づく申出があ
った場合においては、当該額に１
の項の規定により算定した手数料
の額を加えた額とする。 
⑴ 〔略〕 
⑵ 住宅を増築し、若しくは改築
しようとする場合又は当該住宅
について建築行為を行わない場
合（以下「増改築等の場合」と
いう。） 

 ア・イ 〔略〕 
 

認定申請
のとき。 

６１ 

長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第６
条第１項の規定に基づ
く長期優良住宅建築等
計画等の認定（当該住
宅が共同住宅等（共同
住宅、長屋その他一戸
建ての住宅以外の住宅
をいう。以下同じ。）
に係るものに限る。）
の申請に対する審査 

共同住宅等
に係る長期
優良住宅建
築等計画等
認定申請手
数料 

１件につき、次に掲げる額（当該
申請に併せて長期優良住宅の普及
の促進に関する法律第６条第２項
の規定に基づく申出があった場合
においては、１の項の規定により
算定した手数料の額を加えた額）
を当該建築物における認定申請戸
数で除して得た額（１００円未満
の端数があるときは、その端数を
切り捨てた額） 
⑴ 〔略〕 
⑵ 増改築等の場合 次のア又は
イに掲げる区分及び当該住宅が
属する一の建築物の床面積の合
計に応じた額 

 ア・イ 〔略〕 

認定申請
のとき。 

     

る審査 
 
        

４６
の８
～ 
５９ 

〔略〕 

６０ 

長期優良住宅の普及の
促進に関する法律（平 
成２０年法律第８７号）
第６条第１項の規定に
基づく長期優良住宅建
築等計画の認定（当該
住宅が一戸建ての住宅
（住宅の用途以外の用
途に供する部分を有し
ないものに限る。以下
この項から６９の項ま
でにおいて同じ。）に
係るものに限る。）の
申請に対する審査 
 
 
 
 

一戸建ての
住宅に係る
長期優良住
宅建築等計
画認定申請
手数料 

〔同左〕 
 
 
 
 
 
 
⑴ 〔略〕 
⑵ 住宅を増築し、又は改築し
ようとする場合（以下「増改
築の場合」という。） 

 
 
 ア・イ 〔略〕 
 

〔同左〕 

６１ 

長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第６
条第１項の規定に基づ
く長期優良住宅建築等
計画の認定（当該住宅
が共同住宅等（共同住
宅、長屋その他一戸建
ての住宅以外の住宅を
いう。以下同じ。）に
係るものに限る。）の
申請に対する審査 

共同住宅等
に係る長期
優良住宅建
築等計画認
定申請手数
料 

〔同左〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑴ 〔略〕 
⑵ 増改築の場合 次のア又は
イに掲げる区分及び当該住宅
が属する一の建築物の床面積
の合計に応じた額 

 ア・イ 〔略〕 

〔同左〕 

     



 

６２ 

長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第８
条第１項の規定に基づ
く長期優良住宅建築等
計画等の変更の認定
（当該住宅が一戸建て
の住宅に係るものに限
る。）の申請に対する
審査 

一戸建ての
住宅に係る
長期優良住
宅建築等計
画等変更認
定申請手数
料 

１件につき、次に掲げる額。ただ
し、当該申請に併せて長期優良住
宅の普及の促進に関する法律第８
条第２項において準用する同法第
６条第２項の規定に基づく申出が
あった場合においては、当該額に
１の項の規定により算定した手数
料の額を加えた額とする。 
⑴ 〔略〕 
⑵ 増築し、若しくは改築する際
に認定を受けたもの又は当該住
宅について建築行為を行わずに
認定を受けたものの場合 

 ア・イ 〔略〕 

変更認定
申請のと
き。 

     

６３ 

長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第８
条第１項の規定に基づ
く長期優良住宅建築等
計画等の変更の認定
（当該住宅が共同住宅
等に係るものに限
る。）の申請に対する
審査 

共同住宅等
に係る長期
優良住宅建
築等計画等
変更認定申
請手数料 

１件につき、６１の項額の欄⑴ア
若しくはイ又は⑵ア若しくはイに
掲げる区分及び当該住宅が属する
一の建築物の当該計画の変更に係
る部分の床面積に２分の１を乗じ
て得た面積（床面積の増加する部
分にあっては、当該増加する部分
の床面積）に応じ、当該⑴ア若し
くはイ又は⑵ア若しくはイのそれ
ぞれ(ア)から(カ)までに掲げる額（当
該申請に併せて長期優良住宅の普
及の促進に関する法律第８条第２
項において準用する同法第６条第
２項の規定に基づく申出があった
場合においては、１の項の規定に
より算定した手数料の額を加えた
額） 

変更認定
申請のと
き。 

６４ 
・ 
６４
の２ 

〔略〕 

     
 
 
 
６５ 

長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第１
０条の規定に基づく長
期優良住宅建築等計画
等の認定を受けた地位
の承継の承認の申請に

長期優良住
宅建築等計
画等の認定
を受けた地
位の承継の
承認申請手

１件につき ２，３００円 承認申請
のとき。 

６２ 

長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第８
条第１項の規定に基づ
く長期優良住宅建築等
計画の変更の認定（当
該住宅が一戸建ての住 
宅に係るものに限る。）
の申請に対する審査 

一戸建ての
住宅に係る
長期優良住
宅建築等計
画変更認定
申請手数料 

〔同左〕 
 
 
 
 
 
 
 
⑴ 〔略〕 
⑵ 増改築の場合 
 
 
 
 ア・イ 〔略〕 

〔同左〕 

     

６３ 

長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第８
条第１項の規定に基づ
く長期優良住宅建築等
計画の変更の認定（当
該住宅が共同住宅等に
係るものに限る。）の
申請に対する審査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共同住宅等
に係る長期
優良住宅建
築等計画変
更認定申請
手数料 

〔同左〕 〔同左〕 

６４ 
・ 
６４
の２ 

〔略〕 

     
 
 
 
６５ 

長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第１
０条の規定に基づく計
画の認定を受けた地位
の承継の承認の申請に
対する審査 

計画の認定
を受けた地
位の承継の
承認申請手
数料 

〔同左〕 〔同左〕 



 

対する審査 数料 
     
６５
の２
～ 
８６ 

〔略〕 

     
 

 

６５
の２
～ 
８６ 

〔略〕 

     
           

   付 則 

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、別表 ３建築・都市計画・土木関係の部４２の項、４２の２の項、４６の６

の項及び４６の７の項の改正規定は、公布の日から施行する。 


